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１ 文中の金額は、原則として万円単位で表示し、単位未満は切り捨てた。また、諸

表中の千円単位については、原則として単位未満は切り捨てた。 

  したがって、合計額又は差引額が一致しない場合がある。 

２ 諸表中の「△」を付した数値は、減又はマイナスの数値である。 

３ 文中及び諸表中の比率は、原則として小数点第２位を四捨五入した。 

  したがって、比率の合計又は差引が一致しない場合がある。 

４ 文中及び諸表中の前年度に対する増減率において、当年度に全て増加したものは

「皆増」と、全て減少したものは「皆減」と表示している。 

５ 諸表中の「ポイント」とは、百分率間又は指数間の単純差引数値である。 

６ 諸表中の「0.0」は、該当数値はあるが単位未満のもの又はポイントで差引数値

が０のもの、「－」は、該当数値がないか、あっても算出不能なものである。 

７  単年度収支は、当該年度の実質収支額から前年度の実質収支額を差し引いたもの

である。 
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令和２年度鹿児島市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見 

 

第１ 審査の基準 

本審査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。 

 

第２ 審査の種類 

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づく決算審査 

 

第３ 審査の対象 

  １ 一般会計 

令和２年度  鹿児島市一般会計歳入歳出決算 

  ２ 特別会計 

令和２年度 鹿 児 島 市 土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 中 央 卸 売 市 場 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 地 域 下 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 桜 島 観 光 施 設 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿 児 島 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 

令和２年度 鹿児島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 

     

第４ 審査の着眼点 

一般会計及び各特別会計の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確である

か審査することを主たる着眼点として審査を行った。 

 

第５ 審査の主な実施内容 

各会計の歳入歳出決算書及び政令で定める書類が、関係法令に基づいて作成されて

いるか、計数は正確であるか、また予算の執行が適正かつ効率的に行われているかに

ついて、関係部局から提出された資料と照合点検するとともに、関係職員から説明を

聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第６ 審査の実施場所及び日程  

１ 実施場所 

監査事務局の執務室 

２ 実施日程  

令和３年７月１日から同年８月４日まで 
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第７ 審査の結果 

各会計の歳入歳出決算書及び政令で定める書類は、いずれも関係法令に基づいて作

成されており、計数は正確であると認めた。 

また、各会計における予算の執行は、おおむね適正かつ効率的であると認めた。 

各会計における歳入歳出の状況は、個別に記載のとおりである。 

 

１ 決算の総括 

  当年度の一般会計及び特別会計の決算額の総計は、歳入 4,845 億 2,317 万円、歳

出 4,812 億 2,961 万円、差引額は 32 億 9,356 万円で、総計決算額から、各会計相

互間における繰入金及び繰出金の重複額 173 億 2,901 万円を控除した純計決算額は、

歳入 4,671 億 9,416 万円、歳出 4,639 億 60 万円となっている。決算の概要は次の

表のとおりである。 

 

（単位：千円）

歳入歳出 翌年度へ繰り

歳　　入 歳　　出 差 引 額 越すべき財源

(A) (B) (A)-(B)

352,418,522 346,672,473 5,746,049 4,377,901

132,104,649 134,557,138 △ 2,452,488 △ 2,452,588

484,523,172 481,229,611 3,293,560 1,925,313

17,329,011 17,329,011 0 －

一 般 会 計 352,415,269 329,346,715 23,068,554 －

特 別 会 計 114,778,891 134,553,885 △ 19,774,994 －

一 般 会 計 1,368,147

決　　算　　の　　概　　要

実質収支
区　　分

－
 (C) - (D)

－

－

特 別 会 計 100

総　　計　(C) 1,368,247

重 複 額　(D) －

467,194,161 463,900,600 3,293,560 －
純 計 決 算 額
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 (1) 決算の状況 

総計決算額を前年度と比較すると、歳入は 848 億 7,435 万円（21.2％）、歳出は 852

億 4,407 万円（21.5％）それぞれ増加している。 

これを会計別にみると、一般会計では歳入は 809 億 5,735 万円（29.8％）、歳出は 814

億 6,059 万円（30.7％）それぞれ増加している。 

また、特別会計では歳入は 39 億 1,699 万円（3.1％）、歳出は 37 億 8,347 万円（2.9％）

それぞれ増加している。 

総計の歳入歳出差引額及び実質収支を前年度と比較すると、歳入歳出差引額は 3 億

6,972 万円（10.1％）減少し、実質収支は 1 億 2,880 万円（7.2％）増加している。 

当年度の単年度収支を会計別にみると、一般会計は 481 万円の赤字、特別会計は 1

億 3,362 万円の黒字となっている。 

 

（単位：千円，％）

金　　　　額 増 減 率

歳 入 352,418,522 271,461,164 80,957,358 29.8

歳 出 346,672,473 265,211,881 81,460,592 30.7

差 引 額 5,746,049 6,249,283 △ 503,233 △ 8.1

実 質 収 支 4,377,901 4,382,716 △ 4,814 △ 0.1

単 年 度 収 支 △ 4,814 △ 1,501,717 1,496,903 99.7

歳 入 132,104,649 128,187,657 3,916,991 3.1

歳 出 134,557,138 130,773,659 3,783,478 2.9

差 引 額 △ 2,452,488 △ 2,586,001 133,512 5.2

実 質 収 支 △ 2,452,588 △ 2,586,211 133,622 5.2

単 年 度 収 支 133,622 △ 1,027,726 1,161,348 113.0

歳 入 484,523,172 399,648,822 84,874,350 21.2

歳 出 481,229,611 395,985,540 85,244,071 21.5

差 引 額 3,293,560 3,663,281 △ 369,720 △ 10.1

実 質 収 支 1,925,313 1,796,504 128,808 7.2

単 年 度 収 支 128,808 △ 2,529,443 2,658,252 105.1

特

別

会

計

総

計

決　　算　　額　　の　　状　　況

区　　　分 ２　年　度 元　年　度
前　 年 　度 　比 　較

一

般

会

計
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(2) 予算の執行状況 

一般会計及び特別会計の当初予算額の総計は 4,089 億 9,800 万円で、補正予算におい

て 811 億 8,267 万円を増額し、前年度からの繰越額 160 億 8,943 万円を加えた予算現額

は 5,062 億 7,010 万円となっている。 

また、予算現額に対する収入率及び執行率は、それぞれ 95.7％、95.1％となっている。 

これを会計別にみると、一般会計では収入率が 96.3％、執行率が 94.7％、特別会計で

はそれぞれ 94.2％、95.9％となっている。 

 

（単位：千円）

繰越財源充当額
又 は 繰 越 額

一　般　会　計 277,111,000 75,935,724 366,027,615

特　別　会　計 131,887,000 5,246,948 140,242,488

総　　　計 408,998,000 81,182,672 506,270,105

12,980,891

3,108,540

16,089,432

予　　算　　の　　執　　行　　状　　況

区　　分

予　　　算　　　現　　　額

当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 計

 

（歳入） （単位：千円，％）

予 算 現 額 と

と の 比 較

一般会計 352,418,522 96.3 96.7

特別会計 132,104,649 94.2 96.4

総　計 484,523,172 95.7 96.6

区　分 予 算 現 額 調　定　額 収 入 済 額
収　入　率

収 入 済 額
対予算 対調定

506,270,104 501,676,378 △ 21,746,932

366,027,615 364,610,138 △ 13,609,093

140,242,488 137,066,240 △ 8,137,839

 

 

（歳出） （単位：千円，％）

区　　分 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不用額 執行率

一　般　会　計 366,027,615 346,672,473 11,848,273 7,506,868 94.7

特　別　会　計 140,242,488 134,557,138 3,097,431 2,587,919 95.9

総　　計 506,270,104 481,229,611 14,945,704 10,094,788 95.1
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  なお、総計決算の歳入、歳出及び歳入歳出差引額の推移並びに会計別歳出額の推移は、次

のグラフのとおりである。 

3,903 3,916 3,864
3,996

4,845

3,874 3,866 3,805
3,960

4,812

29

49

59

37 33

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

28 29 30 元 ２

億円

億円

（年度）

総計決算の歳入、歳出及び歳入歳出差引額の推移

歳入 歳出 歳入歳出差引額

（１億円未満は四捨五入）

2,470 2,431 2,493 2,652

3,467

844 829 692
687

690

464 478 505
524

536

70 72 73
76

84

26 56
42

21

35

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

28 29 30 元 ２

（億円）

（年度）

会計別歳出額の推移

一 般 会 計

その他

後期高齢者医療

介護保険

国民健康保険事業

特別会計

（１億円未満は四捨五入後調整）

（総計決算の歳入、歳出） （歳入歳出差引額)


